
実績値

（2016）

目標値

（2022）

実績値

（2018）

実績値

（2019）

実績値

（2020）

実績値

（2021）

実績値

（2022）
所管課

32.2% 40.0% 34.5% 32.6% 31.5% 32.8% 33.3% 審議会所管課

14.3% 20.0% 25.0% 27.0% 29.0% 28.0% 28.0% 総務課

0 回 2 回 2 回 2 回 1 回 1 回 1 回
産業振興課

政策企画課

1 回 1 回 1 回 2 回 1 回 1 回 1 回 産業振興課

2 回 2 回 3 回 2 回 2 回 2 回 2 回 産業振興課

3 回 3 回 9 回 7 回 4 回 4 回 3 回 産業振興課

1,074人 1,500人 983人 727人 484人 493人 494人 生涯学習課

418人 520人 487人 323人 150人 150人 367人

生涯学習課

健康保険課

介護保険課

37.5% 40.0% 28.3% 33.9% 33.3% 18.5% 36.3% こども政策課

23回 28回 23回 27回 11回 2回 5回 住民環境課

1,032人 1,300人 2,264人 1,769人 104人 111人 290人 生涯学習課

12.7% 20.0% 15.6% 18.0% 18.1% 21.8% 23.7% 健康保険課

15.1% 20.0% 19.8% 25.8% 23.1% 25.5% 25.4% 健康保険課

116人 180人 125人 120人 99人 101人 101人 健康保険課

53.7% 60.0% 57.1% 58.8% 23.2% 26.7% 34.9% こども政策課

292人 340人 384人 393人 388人 390人 376人 産業振興課

1,632人 2,000人 1,605人 1,553人 1,453人 1,371人 1,310人 福祉課

808人 900人 868人 880人 764人 850人 784人 介護保険課

12,912件 30,000件 39,337件 59,328件 93,782件 75,204件 75,235件 こども政策課

0人 0人 9人 0人 0人 0人 0人 こども政策課

845人 1,000人 1,101人 903人 889人 890人 916人 こども政策課

27,451人 36,000人 26,071人 26,299人 14,769人 12,259人 15,135人 こども政策課

3 校 3 校 3 校 3 校 3 校 3 校 3 校 政策企画課

7 回 8 回 8 回 9 回 10 回 10 回 10 回 政策企画課

1～2か月児相談参加率

長与町第３次男女共同参画計画進行管理実績表（2018年度～2022年度）・計画の進捗を図る指標　　　　　　　

重　点　目　標 項　　　　　目

Ⅰ．あらゆる分野に

おける女性の活躍

（10）

町の審議会等における女性委員の割合

町の管理職に占める女性の割合

女性の雇用環境の整備に向けた関係法令等

の周知

男女共同参画に資する労働法規等関連情報

の事業所への周知

求職者支援にかかる情報の周知

能力や技術力向上に資する研修や講習等の

回数

親子教室の参加保護者数

男性の家事育児介護参画支援のための施策

への参加者数

パパママ学級父親参加率

環境サポーターの活動数

1

シルバー人材センター会員数

老人クラブへの加入者数

介護予防事業への参加者数

Ⅲ．男女共同参画社会の

実現に向けた基盤の整備

（6）

Ｗｅｂサイト（大きくなーれ．プラス）閲

覧件数

保育所待機児童数

ファミリーサポートセンター会員数

子育て支援センター利用者数

ＤＶ予防教室の開催中学校数

町の広報紙等への男女共同参画記事の掲載

Ⅱ．安全・安心な

暮らしの実現

（8）

人権教育講演会への参加者数

子宮がん検診受診率

乳がん検診受診率

婦人の健診受診者数



長与町第３次男女共同参画計画　施策体系一覧表

重点目標　４ 推進施策　１１ 具体的な施策　28 施策項目　77 取組内容　８４ 所管課 H30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４

Ⅰ．あらゆる分野における女
性の活躍

１．政策・方針決定過程への
女性の参画拡大

(1) 女性委員の積極的登用及びまちづくりへの参画促進
審議会等の委員選定に際し、女性のいない審議会等の解消と女性委員の比率が４０％未満にならないことを目標
に積極的な選考、登用に努めます。
また、団体推薦委員における女性の推薦について関係団体への理解と協力を求めるなどの取組を推進します。

審議会等所管課 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

(2) 女性の参画状況の調査
審議会等における女性の参画状況について、定期的に調査を行うとともに、積極的な女性の登用について関係課
への協力を要請します。

政策企画課 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

② 町における女性職員の登用促進 (3) 町における女性の登用促進
一事業所として、長与町特定事業主行動計画に基づき、女性職員の活躍推進に向け、女性職員の多様な働き方に
関するセミナーや女性職員向けのキャリアデザイン研修への参加を呼びかけるとともに、充実した仕事や経験を積
み重ねることができるような人事配置と管理職への積極的な登用に努めます。

総務課 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

(4) 事業所・各種団体における女性の参画促進 女性の登用につながる職場環境づくりや女性職員の育成、女性の能力や視点を生かした組織づくり等、男女共同
参画の成功事例の情報収集と提供により、事業所や各種団体における男女共同参画が促進されるよう啓発に努め
ます。

政策企画課 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

(5) 入札参加資格申請にあたっての男女共同参画取組
状況の報告

入札参加資格審査申請時に男女別雇用状況、障がい者雇用状況、育児休業制度及び介護休業制度の有無等の
報告を協力要請することにより各事業所への意識付けを行います。

契約管財課 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

地域コミュニティや自治会、ＰＴＡ等、地域で活動する団体において、女性が方針決定の場に参画し、代表者として
登用が図られるよう啓発を進めます。 生涯学習課 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

健康保険課 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

産業振興課 B - - - -

こども政策課 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

住民環境課 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

福祉課 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

地域安全課 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

2.働き方の改革、仕事と生活
の調和と女性の活躍推進

(7) 働き方の見直しと意識啓発
町内の事業所に対して、商工会と連携し仕事と家庭の両立に関する取組の普及啓発を図ります。 産業振興課 Ａ Ａ Ａ Ａ A

(8) 町における仕事と家庭の両立支援の推進
一事業所として、「長与町特定事業主行動計画」を全職員に周知するとともに、男女問わず、年次有給休暇をはじ
め育児休業や介護休業等を取得しやすい職場環境づくりや、職場優先の環境を見直し、職員が積極的に子ども・
子育てに関する地域活動に参加し地域貢献できる職場環境づくりに努めます。

総務課 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

(9) 仕事と家庭の両立に取り組む事業所の普及促進
子育てと仕事の両立や働き方改革を積極的に推進している事業所を広報紙等により広く周知し、働き方の見直しに
関する意識啓発に努めます。

政策企画課 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

政策企画課 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

産業振興課 Ａ Ａ Ａ Ａ A

(11) 町における働く女性の妊娠・出産に関わる保護
一事業所として、女性労働者が、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いを受けることがないよう、関係する法令及
び指針の周知を図るとともに、妊娠出産に関わる産前産後休暇・育児休業、短時間勤務等に関する規定の整備を
進め、女性が妊娠中及び出産後も安心して働ける環境を整備します。

総務課 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

(12) 事業所への普及啓発
事業所におけるセクシャル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、マタニティ・ハラスメント防止のため、商工会と連携
し関係法令等の周知に努め啓発を図ります。 産業振興課 Ａ Ａ Ａ Ａ A

(13) 町におけるハラスメント防止対策 一事業所として、庁内にセクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、マタニティ・ハラスメントに対する相談窓口
を設置し、事件の未然防止と早期解決を図ります。 総務課 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

政策企画課 - Ａ - - Ａ

生涯学習課 Ａ Ａ C C Ａ

こども政策課 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

(15) 子育て中の女性の求職活動支援 子育て中の再就職希望者の求職活動を支援するため、一時預かりやファミリーサポートセンターの利用促進等、
ニーズに合った保育サービスの提供に努めます。 こども政策課 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

(16) 女性の再就職への支援 ハローワーク等と連携し、女性の再就職についての情報提供に努めます。
産業振興課 Ａ B B B Ａ

(17) 適正な雇用に向けた取組 パートタイム労働者、有期契約労働者、派遣労働者等の雇用の安定、適正な労働条件の確保や雇用管理、正規労
働者との均等・均衡待遇等についての改善を図るため、関係機関と連携し、短時間労働者の雇用管理の改善等に
関する法律等関係法令の周知に努めます。 産業振興課 Ａ Ａ Ａ Ａ A

3.女性の能力開発と経済的
地位の向上

⑧ 女性の能力開発や人材育成への支援
政策企画課 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

生涯学習課 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

男女雇用機会均等に関する法令や情報について、男女雇用機会均等月間(毎年6月)等の機会を活用し、制度の普
及・促進に努めます。また、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定について、商工会等と連携して周
知を図ります。

⑥ ハラスメント防止対策の推進

⑦ 就労支援及び短時間労働者に対する支援 (14) 女性の再就職のための学習・能力開発支援 子育て中の再就職希望者の学習・能力開発を支援するため、講座やセミナー開催時の託児室設置に努めます。

(18) 女性の人材を育成する機会の充実 女性自身が身近なところから政治・経済・社会政策等への関心を深め、自身の能力や感性を地域や社会で活かす
ことができるよう、女性を対象としたセミナーの開催等、学習機会の充実と情報提供に努めます。

①町の審議会等委員への女性の積極的な登用

③ 事業所・各種団体・地域社会における女性の参画促進

(6) 地域活動団体への啓発

④ 仕事と家庭の両立支援と働き方の見直し

⑤ 女性の雇用環境の整備に向けた取組の推進 (10) 男女雇用機会均等法と女性活躍推進法の普及・促
進



長与町第３次男女共同参画計画　施策体系一覧表

重点目標　４ 推進施策　１１ 具体的な施策　28 施策項目　77 取組内容　８４ 所管課 H30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４

Ⅰ．あらゆる分野における女
性の活躍(つづき）

3.女性の能力開発と経済的
地位の向上（つづき）

⑧ 女性の能力開発や人材育成への支援（つづき）
産業振興課 Ａ B Ａ Ａ A

地域安全課 Ａ Ａ C Ａ Ａ

(20) 女性の創業・起業の支援 県産業労働部や商工会等と連携し、創業・起業セミナー等、女性の創業・起業に資する情報提供を行います。
産業振興課 Ａ Ａ Ａ Ａ A

⑨ 農林水産業及び商工業等自営業における男女共同参画の推進 (21) 女性の経済的地位の向上 家族経営・小規模事業所に従事する女性が、安全で快適な就業ができるよう、労働時間の適正化、休日の取得
等、就労環境改善に向けた就業規則の整備について、商工会等と連携し普及・促進に努めます。 産業振興課 Ａ A Ａ Ａ A

(22) 経営管理能力や技術力の向上 経営管理能力や技術力の向上を図るための研修や交流の機会を提供します。
産業振興課 Ａ Ａ Ａ Ａ A

4.家庭・地域における男女共
同参画の推進 政策企画課 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

生涯学習課 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

介護保険課 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

こども政策課 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

生涯学習課 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

介護保険課 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

健康保険課 B B B B B

保育所 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

(25) パパママ学級への父親の参加促進 父子手帳の配布やパパママ学級への参加等、出産前から父親としての意識を高めることで、出産後もスムーズに
子育てに参加できるよう意識啓発を図ります。 こども政策課 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

政策企画課 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

地域安全課 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

福祉課 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

地域安全課 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

生涯学習課 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

地域安全課 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

(29) 環境保全活動への参画 地球温暖化等環境問題対策や環境サポーター活動への男女の参画を支援し、地域における環境意識の啓発に努
めます。 住民環境課 Ａ Ａ Ａ B B

生涯学習課 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

産業振興課 Ａ Ａ Ａ Ａ A

地域安全課 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

(31) 町における職場環境の整備 一事業所として、職員が地域での各種行事に参加しやすいように職場環境の整備を図ります。
総務課 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

(32) 男女共同参画の視点に立った防災対策 災害時における男女のニーズの違い等、男女双方の視点に十分配慮した防災計画の策定や防災施策の推進を図
ります。 地域安全課 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

(33) 避難所等における配慮 避難所や災害ボランティア活動等の場において、女性及び配慮の必要な方の視点を反映した睡眠スペースや更衣
スペース、仮設トイレ等の設置に努め、安全性、利便性及びプライバシーの確保を図ります。 地域安全課 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

Ⅱ．安全・安心な暮らしの実
現

５. 女性等に対するあらゆる
暴力の根絶

(34) 学校における人権学習 特別活動や道徳の時間をはじめ教育活動全体を通して、差別や偏見のない人権尊重の精神を養います。
学校教育課 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

生涯学習課 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

総務課 Ａ Ａ B Ａ Ａ

⑮ 配偶者等からの暴力の予防と根絶 (36) 暴力を防止する法制度等に関する情報提供の充実 「女性に対する暴力をなくす運動（11月12日から11月25日）」等の機会を活用し、配偶者暴力防止法等関係法令及
び相談窓口等について広報紙やホームページ等での周知を図ります。 政策企画課 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

⑬ 防災における男女共同参画

⑭ 男女の人権を守る啓発運動の推進

(35) 人権を守る啓発活動 広報紙やホームページ等で人権に関する情報や人権相談の窓口等について広く情報提供するとともに、「人権週
間（12月4日から12月10日）」等の機会を活用して啓発を行い人権に関する意識を高めます。また、人権に関する各
種講座やセミナー等、人権について考える機会を提供します。

⑫ 男女協働による地域の活性化 (26) 地域活動への参画促進 ワーク・ライフ・バランス推進の観点から、自治会やコミュニティ等地域活動への男女の参画を促進するため広報・
啓発を行います。

(27) ボランティア活動等への支援及び参加促進 地域活動促進の観点から、ボランティア活動等に関する情報提供やボランティア登録制度の整備支援・啓発を行い
ます。

(28) 地域防犯活動への参画 １１０番の家、１１０番の車、見守り隊、防犯パトロール等地域による自主防犯活動への男女の参画を支援します。

(30) 地域おこし、まちづくり活動への支援 地域おこし、まちづくり活動への男女の参画を促進するため、活動グループへの支援を推進するとともに、協働イベ
ント等の開催により地域の活性化を図ります。

⑪ 男性の家事・育児・介護への参画促進 (24) 男性の家事・育児・介護への参画支援 男性を対象とした料理教室や父親の子育て教室等を開催し、男性の家事・育児・介護への参画と日常生活能力の
獲得・向上に努めます。

(19) 地域で社会参画に取り組む女性の活動への支援 女性が地域において活発に活動できるよう支援します。また、地域資源を生かした６次産業等への参画に取り組む
女性に対し情報提供を行います。

⑩ 家庭における男女共同参画の推進 (23) 啓発と学習機会の充実 家族が互いに尊重し協力し合って家事・育児・介護に取り組むよう、広報紙等による啓発やセミナー、講座の開催
等、生涯を通じた多様な学習機会の提供に努めます。



長与町第３次男女共同参画計画　施策体系一覧表

重点目標　４ 推進施策　１１ 具体的な施策　28 施策項目　77 取組内容　８４ 所管課 H30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４

Ⅱ．安全・安心な暮らしの実
現（つづき）

５. 女性等に対するあらゆる
暴力の根絶（つづき）

⑮ 配偶者等からの暴力の予防と根絶（つづき） (37) 暴力の予防啓発 あらゆる暴力の予防と根絶に向けて、ＤＶ予防教育を実施するなど広く意識の啓発に努めます。
政策企画課 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

住民環境課 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

福祉課 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

６. 生涯を通じた女性の健康
支援

⑯ 生涯を通じた女性の健康支援 (39) 子宮がん、乳がん、生活習慣病等の予防対策の実
施

子宮がん、乳がんから女性を守るため、検診受診率の向上を図ります。また、町独自の取組として、20歳～39歳の
健診を受ける機会のない女性の健康診査を実施し、若いうちからの生活習慣病予防に取り組みます。 健康保険課 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

(40) 健康づくり意識の啓発 「健康ながよ２１」に基づく、生涯を通じた健康の保持・増進のため、健康教育や健康相談、健康診査、訪問指導の
健康増進事業や、広く住民が健康づくりに参加できるよう、健康まつりや健康ウォーキング等のイベントを実施し、
自分の健康は自分で守る意識づくりを促進します。 健康保険課 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

(41) 健康無関心層への啓発推進 健康寿命の延伸と健康格差の縮小を図るため、健康無関心層への働きかけを強化し意識の啓発に取り組みます。
健康保険課 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

(42) スポーツを通じた健康づくりの推進 生涯にわたる健康及び体力の保持・増進を図るため、長与町体育協会等スポーツ関係団体と連携し、いつでも、ど
こでも、主体的にスポーツに親しめる機会と場所を提供し、健康づくりを進めます。 生涯学習課 Ａ Ａ C Ａ Ａ

(43) 妊婦健康診査の充実 妊娠中の健康管理や異常の早期発見・早期治療を行うことにより、健やかな子どもを生み育てることができるよう妊
婦健康診査を充実します。 こども政策課 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

(44) 妊娠中の健康相談・保健指導の充実 助産師、保健師等の専門職による個別相談や集団指導、必要に応じて家庭訪問を行うなど、安定した妊娠生活を
支援します。 こども政策課 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

(45) 出産後の育児相談・支援の充実 助産師・保健師等の専門職や、母子保健推進員等による家庭訪問を実施し、育児環境の確認と適正な指導に努
め、育児相談・支援の充実を図ります。 こども政策課 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

７. 生活上の困難を抱える人
が安心して暮らせる環境の
整備

教育総務課 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

こども政策課 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

(47) ひとり親家庭に対する自立促進
県の融資貸付制度や就業支援制度等について広報紙やホームページ等を通じて広く周知するとともに、ひとり親家
庭の生活安定と自立促進のための相談・支援を行います。

こども政策課 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

(48) シルバー人材センターへの支援
高齢者の持つ知識や能力を活用し、臨時的かつ短期的な就業機会を確保するため、シルバー人材センターの活動
を支援します。

産業振興課 Ａ Ａ Ａ Ａ A

(49) 老人クラブへの加入促進及び活動支援
高齢者の生きがいづくり、仲間づくり、閉じこもり予防、健康増進に資するため、広報紙等を通じた老人クラブへの
加入促進や活動の支援に努めます。

福祉課 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

(50) 高齢者向け健康づくりの推進 高齢者の健康保持や介護予防に向けた、目的別介護予防事業や地域のサロン活動を推進します。 介護保険課 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

(51) 学習機会の提供と各種交流事業の推進
高齢者学級や世代間交流を実施し、高齢者への学習機会の提供と世代間の相互理解を深める事業を展開し、高
齢者の社会参画を促進します。

生涯学習課 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

土木管理課 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

土木管理課 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

(53) 障がい者の社会参加・自立支援
障がいのある人の社会参加・自立支援を促進するため、相談支援を通して、適切なサービス利用の確保に努める
とともに、長与町地域自立支援協議会において課題を検討し、地域で安心して自立した生活を営むことができる体
制づくりを推進します。

福祉課 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

(54) 在住外国人への支援
在住外国人が地域で安心して生活できるよう生活、医療、防災情報等の生活情報を外国語で提供するとともに地
域社会での交流を支援します。

政策企画課 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

Ⅲ. 男女共同参画社会の実
現に向けた基盤の整備

８. 男女共同参画社会の実現
に向けた支援基盤の整備

⑳ 子育て支援のための環境整備
こども政策課 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

保育所 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

(56) 児童館・放課後児童クラブの充実 児童館や放課後児童クラブを充実し、子どもたちの放課後の遊びや生活の場を提供します。 こども政策課 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

こども政策課 Ａ Ａ B B B

子育て支援センター Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

(58) ファミリーサポートセンターの利用促進 地域における町民相互の子育て支援を図るため、ファミリーサポートセンターについて周知し利用を促進します。 こども政策課 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

(59) 母子の健康づくり・相談体制の充実
子育て世代包括支援センターを中心とした相談体制の充実や乳幼児相談、乳幼児健診、母子保健推進員活動等
母子保健事業の充実を図り、安心して子どもを生み育てることができる環境づくりに積極的に取り組みます。

こども政策課 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

(60) 子育て支援のための情報提供
「子育てガイドブック　大きくな～れ！」及び「子育て応援サイト　大きくな～れ．プラス」を広く住民に周知し子育て支
援事業の情報提供に努めます。また、母子保健事業実施計画表を全世帯に配布します。

こども政策課 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

(55) 保育サービスの充実

保育所の施設・人的配置を考慮し、可能な限り児童を受け入れ、待機児童ゼロを目指します。また、一時預かり、延
長保育、病児保育、障害児保育や子育て短期支援事業等、多様なニーズに対応した保育サービスの充実に努めま
す。

(57) 子育て支援センター事業の拡充

子育ての不安などを解消するため、相談・情報交換の場として子育て支援センターを広く提供するとともに、各保育
園や地域における関連サークルとの連携を深め、センター事業の充実強化を図ります。

⑰ 妊娠・出産に関する健康支援

⑱ ひとり親家庭の生活の安定と自立支援 (46) ひとり親家庭への支援 医療費の助成や児童扶養手当、就学援助等により、ひとり親家庭の生活安定と自立を支援します。

⑲ 高齢者や障がいのある人等への支援

(52) 道路、公園等のバリアフリー化 高齢者や障がいのある人の社会参加を促進するため、道路、公園等のバリアフリー化を推進します。

(38) 被害者保護体制の充実 長崎こども・女性・障害者支援センターや警察等との連携を図り、迅速かつ適切な対応に努めるとともに庁内体制
の充実を図ります。



長与町第３次男女共同参画計画　施策体系一覧表

重点目標　４ 推進施策　１１ 具体的な施策　28 施策項目　77 取組内容　８４ 所管課 H30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４

Ⅲ. 男女共同参画社会の実
現に向けた基盤の整備（つづ
き）

８. 男女共同参画社会の実現
に向けた支援基盤の整備（つ
づき）

⑳ 子育て支援のための環境整備（つづき）
教育総務課 B B Ａ B B

生涯学習課 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

健康保険課 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

都市計画課 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

こども政策課 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

契約管財課 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

地域安全課 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

(62) 相談体制の整備
地域包括支援センターにおける総合相談窓口をはじめ電話や訪問等、様々な相談体制をとりながら家族介護者や
高齢者を支援します。

介護保険課 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

(63) 家族介護者の負担軽減
地域への出前講座や広報紙等を通して介護保険サービスの情報提供に努めるとともに、認知症の方を介護してい
る家族の相談や意見交換、交流を図る「認知症介護者リフレッシュのつどい」等を開催し、家族介護者の心身の負
担軽減を図ります。

介護保険課 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

㉒ 男女共同参画に関する相談体制の充実 (64) 男女共同参画に関する相談体制の充実
夫婦、家庭等に関する様々な悩みの相談や、男性の社会的な重圧や悩みに関する相談に対応するため、県の男
女共同参画推進センターと連携し、相談窓口の周知を図ります。

政策企画課 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

９. 教育を通じた男女共同参
画の推進 (65) 男女平等を推進する教育・学習

学校教育においては、子どもの発達段階に応じて人権の尊重、男女平等、男女の相互理解と協力の重要性、家庭
生活の大切さなど男女共同参画の視点に立った教育・指導の充実を図ります。

学校教育課 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

(66) 教職員の研修 男女共同参画に関する理解の徹底を図るため、教職員対象の研修会の参加要請に努めます。 学校教育課 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

(67) 家庭科教育の充実
家庭科教育においては、男女が互いに協力し、家庭を築くことの重要性について認識させるなど、男女共同参画の
視点に立った学習指導の充実に努めます。

学校教育課 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

(68) 多様な進路選択のための支援
進学や就職に関する情報を幅広く提供し、一人ひとりが自らの生き方を考え主体的に進路を選択する能力と態度を
育てるよう進路指導の充実に努めます。また、理工系分野をはじめ、あらゆる分野で女性が活躍できるよう、性別に
かかわりなくすべての児童生徒及び保護者に対し多様な進路について適切な情報の提供を行います。

学校教育課 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

(69) 学校における適切な性教育の推進
学校における性教育については、学習指導要領に基づき、児童生徒の発達段階を踏まえ、学校全体での共通理解
のもと、保護者の理解を得ること等に配慮し、集団指導と個別指導の連携を密に効果的に実施します。

学校教育課 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

生涯学習課 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

こども政策課 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

政策企画課 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

学校教育課 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

10. 意識改革に向けた啓発・
普及の推進

(72) わかりやすい広報・啓発の充実

男女共同参画に関する意識を高めるため、広報紙やホームページ等により男女共同参画について広く情報提供す
るとともに、「男女共同参画週間（6月23日から6月29日）」等の機会を活用し、男女共同参画の視点に立った啓発や
学習機会の提供を行います。
また、固定的性別役割分担意識の解消に向けた意識の啓発に努めます。

政策企画課 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

(73) 学習・研修の機会と情報の提供
県の男女共同参画推進センターや関係機関、または長崎連携中枢都市圏における連携市町との連携を図りなが
ら、住民や事業所を対象とした講演会やセミナー等、男女共同参画の視点に立った学習・研修の機会と情報の提供
に努めます。

政策企画課 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

㉗ 町における職員の意識改革 (74) 町における職員の意識改革 会議や研修会及び情報の提供を通じ、全職員に対する男女共同参画の的確な趣旨の周知と浸透に努めます。 政策企画課 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

11. 推進体制の整備・強化

(75) 庁内推進体制の整備
関係部局相互の緊密な連携のもとに総合的かつ効果的な推進を図るため、庁内に町長を会長とする男女共同参
画推進会議を設置します。また、各課における男女共同参画を把握、推進する役割を担う者として各課に男女共同
参画推進員を配置します。

政策企画課 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

(76) 男女共同参画推進委員会の運営
計画の確実な推進を図るため、男女共同参画の推進に関する重要事項及び男女共同参画の推進に影響を及ぼす
と認められる事項の調査、審議を行う機関として各分野の有識者等で構成する、男女共同参画推進委員会を定期
的に開催します。

政策企画課 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

(77) 計画の実施における進行管理 計画の実施において、実効性を高めるために毎年度具体的な取組の進捗状況をとりまとめ、評価を行います。 政策企画課 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

㉖ わかりやすい広報・啓発活動の推進

Ⅳ. 推進体制の整備・強化 ㉘ 町における推進体制の充実

㉑ 介護支援のための環境整備

㉓ 学校における男女平等教育の推進

㉔ 適切な性教育の実施

(70) 性に関する学習機会の提供 家庭や地域において、性と生殖に関する正確な知識や健康であることの重要性について子どもたちに教えることが
できるよう、学校、家庭、地域、専門機関と連携し、性に関する学習機会の提供とその充実を図ります。

㉕ ＤＶ予防教育の実施 (71) ＤＶ予防教育の実施 ・配偶者等からの暴力やデートＤＶなどあらゆる暴力を未然に防ぐため、専門機関と連携しながら町内全中学校に
おいてＤＶ予防教育を実施し、知識の啓発と普及に努めます。

(61) 子育てバリアフリーの推進 妊婦、子ども及び子ども連れの人が利用する公共施設について、段差解消等のバリアフリー化や授乳室等の整備
を図ります。
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